
 

愛知県立佐織特別支援学校給食調理等業務委託 

公募型企画提案募集要領 
 

１ 趣旨 

学校給食調理等業務を民間事業者に委託するにあたり、民間事業者の技術力や専門性を活

用するとともに学校給食調理等業務の安全性及び安定性を確保するため、公募型企画提案方

式（プロポーザル方式）により委託事業者を決定するものである。 

    

２ 委託業務の内容等 

(1) 業務名 

愛知県立佐織特別支援学校給食調理等業務 

(2) 契約期間 

令和８年８月１１日から令和１１年８月１０日まで 

(3) 委託業務の内容 

別添１「愛知県立佐織特別支援学校給食調理等業務委託仕様書」のとおり 

(4) 委託金額 

71,828,496 円（消費税及び地方消費税込み）を上限とする。 

なお、契約保証金は、愛知県財務規則第１２９条の２により契約金額の１００分の１０

以上の額とする。ただし、愛知県財務規則第１２９条の３の規定に該当する場合は、全部

又は一部を免除する。 

 

３ 企画提案参加資格 

次に掲げるすべての要件を満たしていることを条件とする。 

(1)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定するものに該当し

ない者であること。 

(2)  企画提案書提出期限において、愛知県競争入札参加資格者名簿（令和８・９年度）の大

分類「３.役務の提供等」のうち中分類「05.給食」のうち小分類「01.病院給食」又は

「02.学校給食（調理員派遣）」に登録されている者であること。 

(3)  企画提案書提出期限において、愛知県からの指名停止の措置を受けていないこと。 

(4)  当企画提案募集の開始日から企画提案書提出期限までの期間において、「愛知県が行う事

務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年６月２９日付け愛知県知事・

愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

(5) 愛知県内に本店、支店又は営業所等を有すること。 

(6) 金融機関の取引が停止されているなど、経営不振の状況にないこと。 

 

４ 企画提案への参加申込及び辞退 

 企画提案の参加を希望する事業者は、様式１「企画提案参加申出書」に必要事項を記入し

提出すること。なお、参加申出書の提出後に企画提案を辞退する場合は、企画提案書の提出

期限までに様式２「辞退届」を提出すること。 

(1) 企画提案参加申出書の提出受付期間 

令和８年６月１６日（火）までの閉庁日を除く午前９時から午後５時まで。 

(2) 提出先 

愛知県立佐織特別支援学校 （担当 川瀬） 

〒４９６－８０１９  

愛西市西川端町中東山３７ 

電話 ０５６７－３７－２０６１       

(3) 提出方法 



上記提出先への持参又は郵送等により提出すること。なお、郵送等の場合は提出期限必

着とする。 

(4) 参加資格審査結果通知 

参加資格審査の結果については、令和８年６月１８日（木）までに、企画提案参加申出

書を提出した全ての事業者に対し書面で通知する。 

 

５ 企画提案に関する説明会の開催 

(1) 開催日時 

令和８年６月１１日（木）午後３時３０分から 

(2) 場所 

愛知県立佐織特別支援学校 管理棟１階会議室 

(3) その他 

説明会の出席は１事業者２名以内とし、前日までに出席する旨を電話で連絡すること。 

 

６ 本委託業務及び企画提案に関する質問 

(1) 受付期間 

令和８年６月１５日（月）午後５時まで 

(2) 提出方法 

様式３「質問書」の形式で作成し、電子メール又はＦＡＸにて送付すること。 

(3) 提出先 

アドレス saori-toku@pref.aichi.lg.jp 

ＦＡＸ  ０５６７－３７－２６２９       

(4) 質問に対する回答方法 

受け付けた質問に対する回答を取りまとめた上で、令和８年６月１７日（水）を目処に

全ての企画提案参加事業者に対して電子メール又はＦＡＸにより通知する。 

(5) その他 

受付期間経過後の質問、参加資格を有しない事業者からの質問及び指定した方法以外の

方法での質問は一切受け付けない。 

 

７ 企画提案書の作成内容等 

  企画提案書は、１事業者１提案とし、別添２「愛知県立佐織特別支援学校給食調理等業務委

託の企画提案に関する評価項目」の評価要素に基づいて作成し、下記により提出すること。 
(1) 企画提案書の形式 

Ａ４（縦横を問わない）、横書きとし、図、表、その他必要と思われる資料を添付する

こと。 

(2) 提出部数 

正本１部、副本 １０部とする。 

(3) 提出先 

４(2)に同じ。 

(4) 提出方法 

４(3)に同じ。ただし、郵送等の場合は提出期限必着とし、提出期限に到着しない場合は

失格とする。なお、発送と同時に発送した旨を提出先に電話で連絡すること。 

(5) 企画提案書の提出受付期間 

令和８年６月２４日（水）までの閉庁日を除く午前９時から午後５時まで。 

(6) その他 

提出後の企画提案書の追加・修正・差し替えは一切認めない。 

 

８ 企画提案の審査・選考 

mailto:saori-toku@pref.aichi.lg.jp


企画競争の審査を公正に行い、契約の相手先となる候補事業者を選考するため、「愛知県立

佐織特別支援学校給食調理等業務委託企画提案選定委員会」（以下「選定委員会」という。）

を設置する。 

審査は、提出された企画提案書による書面審査及び選定委員会における事業者からの説明

（プレゼンテーション及びヒアリング、以下「面接審査」という。）に基づき実施する。 

選定委員会において、別添２「愛知県立佐織特別支援学校給食調理等業務委託の企画提案に関

する評価項目」により委員毎に採点を行い、最優秀企画提案及び次点企画提案を選定する。企画

提案を提出した事業者が１事業者のみの場合は、最優秀企画提案として選定するかについて審査

する。 
なお、応募状況により、書類審査を実施した上で面接審査の実施対象事業者を選定する場

合がある。 

面接審査の実施は、令和８年７月７日（火）とし、実施方法等の詳細については、別途通

知する。 

 

９ 審査結果等の通知 

審査終了後、速やかに全ての企画提案参加事業者に対し書面で審査結果を通知する。 

なお、審査結果は愛知県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には開示の対象とな

るが、選定委員会は非公開とし、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。 

 

10 契約 

(1) 本件企画競争による委託事業者の選定については、最優秀企画提案に選定された事業者

と協議、調整を行い、協議等が整った上で随意契約を締結する。 

なお、最優秀企画提案の事業者との協議等が整わない場合は、次点企画提案の事業者と

改めて協議を行うこととする。 

(2) 当該委託契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約であり、令和９年度

以降において当該委託契約に係る歳出予算の減額及び削除があった場合には、当該委託契

約を解除することができるものとする。 

 

11 その他 

(1) 守秘義務 

本件において、学校から提供を受けた文書及び知り得た情報については、本企画提案以

外の目的に使用してはならない。 

(2) 経費の負担 

   本企画提案に係る一切の費用は、企画提案参加事業者の負担とする。 

(3) 提出書類 

本企画提案に際し提出された書類は、返却しないものとする。 

なお、提出された書類は、最優秀企画提案の選定の用途以外には利用しない。ただし、

情報公開請求があった場合は別途協議する。 

(4) 失格 

以下の項目に該当した企画提案参加事業者は、失格とし、その旨を書面で通知するもの

とする。 

ア 虚偽の記載や、他の企画提案参加事業者の妨害、他人の提案の代理をするなどの不正

行為があったと認められたとき。 

イ 指定された面接審査の日時に出席しないとき。 

 
 


